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緊急事態だからこそ、公的統計にエールを！ 

 
総務省統計局長 佐伯修司 

（はじめに） 
統計調査員、統計指導員、都道府県・市区町村の統計担当の職員を始めとする関係者の皆

様には、新型コロナウイルス感染者の急増を受けて発出された緊急事態宣言が延長されて
いる中、公的統計の作成のために御尽力いただき心から感謝申し上げます。今後の状況は見
通せませんが、統計作成への様々な影響が出ることは避けられない情勢です。重要統計を確
実に作成する立場から、どう受け止め、どう行動していくべきか、関係者の皆様に私の考え
をお伝えし、御理解と御協力をお願いしたいと思います。 
（基本方針） 
感染拡大の影響は、統計調査員による調査を行っている統計に大きく表れてくると考え

ます。当面、毎月調査を行い、その結果を閣議に報告している、家計調査、労働力調査、小
売物価統計調査のいわゆる経常 3 調査と、本年秋に実施する日本に住むすべての人を対象
とする国勢調査への影響を見極めた上で、地方公共団体と連携して、どうすれば調査を継続
できるのか知恵を絞って、しっかりと対応してまいります。 
統計局の基本方針は、感染拡大防止に最大限配慮しつつ、統計を確実に作成することです。

そのためには、統計調査員の方が調査対象である世帯の方などと直接接する機会を可能な
限り抑え不安感を解消することが重要です。4月には、経常 3 調査のうち家計調査、労働力
調査について、非常時には統計調査に郵便等を活用できるよう総務省令を改正しました。イ
ンターネット回答と相まって、接触機会の抑制の大きな手段になると考えています。国勢調
査についても、リスク管理の観点から調査方法などを柔軟に考えていきます。 
（公的統計にエールを！） 
公的統計を確実に作成することの意義を確認したいと思います。平常時はもちろん現在

のような非常時こそ、経済社会の実相を把握して行政や企業等が的確に対応するための基
盤となる情報として、タイムリーで正確な統計の作成の要請が、より高まっていると考えま
す。また、未来のためにデータを残す歴史的な意味合いも大きいのです。関係者の皆様にも
改めて共有いただき、連帯感を持って業務を継続いただくことが統計にとって最高のエー
ルになります。 
今後の状況次第では、一部の統計の公表に若干の遅れが出ることはあるかもしれません

が、統計の空白を作ってはなりません。我々統計局の職員も、統計を作成できるのは、全国
の関係者の皆様の御努力があってこそだと肝に銘じ、調査対象の世帯や企業の皆様への感
謝の気持ちを忘れず、統計行政の中核を担っているという自覚を持って、集まったデータの
編成を担う統計センターとも連絡を密にして、一体感を高めつつこの危機を乗り越えてい
く決意です。 
改めて、関係者の皆様の御理解と御協力を心からお願い申し上げます。 


